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様式３ 

会  議  録 

□全部記録  ■要点記録   

１ 会 議 名     第３回姫路市障害福祉推進計画策定会議 

２ 開催日時      令和５年１１月２１日（火曜日）１０時００分～１１時５０分 

３ 開催場所      姫路市総合福祉会館 ５階 第１会議室 

４ 出席者又は欠席者名 策定会議委員 出席１３人（欠席３人）、事務局 

５ 傍聴の可否及び傍聴人数 傍聴可（５人）、傍聴人 １人 

６ 議題又は案件及び結論等 

【報告事項】 

 第２回策定会議での指摘事項について 

【協議事項】 

 姫路市障害福祉推進計画（案）について 

 

７ 会議の全部内容又は記録 

 

 

 

詳細については別紙参照 
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別紙 

 

事務局 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

Ａ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

座長 

 

Ｂ委員 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

（事務局進行） 

１ 開会 

 

（座長進行） 

 

２ 報告事項 

・第２回策定会議での指摘事項について 

 

３ 協議事項 

・姫路市障害福祉推進計画（案）について 

 

（質疑応答） 

資料２ページの国の動向に令和４年の障害者総合支援法の改正について追加

していただきたい。 

 

 追加する。 

 

 成果目標１の②施設入所者の削減について、令和５年見込みが２人であるが、

どの障害種別が対象か。 

 

日中支援型のグループホームが少しずつ増え、入所施設から日中支援型に移ら

れた方が一定数いらっしゃるという実績から想定している。国の目標どおりには

地域移行が進んでいない状況である。 

 

知的や身体の分野についてお話を伺いたい。 

 

当法人には知的障害者の入所施設があるが、障害が重い方が入所しているの

で、一人暮らしに移行するのは難しい。グループホームへの移行の努力はしてい

る。 

 

当法人の運営する身体障害者の入所施設については、それぞれ事情があって施

設に入所されているので、地域移行を推進するのは、現状では難しい。 

 

 視覚障害者について、施設に入ると、手がかかるので、部屋に閉じ込められて

寝たきり状態になり、口も動かさないから話もできなくなるというようなことが

見られる。視覚障害者について知識を持っている方に相談していただければ、対

応できると思う。 
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Ｂ委員 

 

 

Ｄ委員 

 

 

座長 

 

副座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長 

 

 

Ｅ委員 

 

座長 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視覚障害者について、短期入所を利用されたことはあるが、閉じ込めることは

ない。 

 

 ささいなことで対応しやすくなるので、支援方法について、必要ならお聞きい

ただきたい。 

 

 副座長は、第三者評価で施設を回られているので、ご意見いただきたい。 

 

視覚障害者が、自宅で生活できなくなった場合の行き先は整っていない状況で

ある。施設入所の要件である障害支援区分４以上が認定される方が少ないので、

入所の対象にならず、サービス付き高齢者住宅に入居されている方もいるが、サ

ービス付き高齢者住宅の透明性は十分ではない。施設ではないので、同行援護や

在宅サービスを利用できるよう、相談支援についても進めていく必要がある。ま

た、啓発も必要である。 

入所施設での権利擁護に関しては、第三者評価の中でも進めているが、入所者

の社会参加のための人員確保が大きな課題である。 

 

Ｅ委員、施設入所者の権利擁護、移動支援や、外出に関する支援など、ご意見

を伺いたい。 

 

移動支援を使ってどこでも行ける充実した制度を作りたい。 

 

 他にご意見のある方はお願いしたい。 

 

１ 図表、グラフ等を解りやすくするためカラーにしていただきたい。 

 ２ ＳＤＧｓについて掲載していただきたい。 

 ３ ２ページの国の動向は箇条書きの方が見やすい。 

 ４ 障害者手帳所持者数の推移及び自立支援医療受給者数の推移に加えて、現

状分析に役立つ資料を提供していただきたい。 

 ５ 障害者福祉費決算額について、近年伸び率は鈍化傾向にある。また、移動

支援について利用しやすい状況と、そのための移動支援事業者に対する給付

金の額の条件設定をお願いする。また、医療的ケア児の状況について学校園

等に医療的ケア児が在籍しているにもかかわらず看護師の配置がないため

調べていただきたい。 

私の提案する資料を採用していただきたい。もしくは、平成２５年のグラ

フをカットしていただきたい。 

 ６ 策定会議開催要領の庶務について、関連部局にも参加していただきたい。 

７ 障害者等実態意向調査報告書について、調査対象の障害者と障害児の割合

の見直しをしていただきたい。 
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事務局 

 

 

 

 

 

Ｇ委員 

 

 

 

事務局 

 

Ｈ委員 

 

 

事務局 

 

Ｉ委員 

 

事務局 

 

Ｊ委員 

 

 

 

Ｋ委員 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

 

 

事務局 

 

副座長 

 

 

 １は予算がなく難しい。 

 ２～５は会議の最初の方の回でご意見いただけたら対応することもできたが、

議論が終わってしまっているので対応は困難である。平成２５年をカットするな

ど微調整には対応できる。 

６、７については、今後検討する。 

  

  成果目標５の②について、達成済みとなっているが、実際は放課後等デイサー

ビスが不足しており、提供量を増やしていく目標になっているので、確保に努め

ていきますというような表現を付け加えていただきたい。 

  

改める。 

 

成果目標１の②施設入所者の削減という言葉が、施設に入所されている本人や

家族にとって、印象がよくないのではないか。 

 

国の成果目標として提示されている文言であるが、検討する。 

 

農福連携に取り組んでいる事業所数を知りたい。 

 

 確認して個別に回答する。 

 

ハローワークとしては、職業自立センターひめじ、就労継続支援Ｂ型事業所、

病院のデイケア、就労移行支援事業所等の関係機関と連携して就労の支援をして

いる。 

 

児童福祉について、障害児入所施設から障害者入所施設に移行先がなかなか見

つけられない。入所中の児童の支援も必要。 

 

 調整の主体となる県から声かけいただければ協力していく。 

 

社協のヘルパーに、日常生活用具や、福祉サービス等を全然知らない方がいら

っしゃる。引きこもり状態にある人など、情報が届いてない人が結構いらっしゃ

る。市は、福祉サービスの相談窓口の広報啓発、周知をしていただきたい。 

 

 検討する。 

 

情報アクセシビリティの具体案が出ていない部分があるかと思うので、当事者

の皆さんからのご意見をお伺いして、検討をいただければと思う。 
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Ｈ委員 

 

 

Ｅ委員 

 

事務局 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

 

 

座長 

 

 

事務局 

 

Ｊ委員 

 

事務局 

 

Ｆ委員 

 

 

 

副座長 

 

 

 

 

 

  

当事者や家族が高齢になってくるとあまり情報が入ってこない。発信の仕方は

考えていかないといけないと思う。 

 

 ＳＮＳやインターネットによる発信も重要だと思う。 

  

ホームページや広報ひめじで広報している。インターネットで届かない方への

広報方法については今後検討する。 

 

医師によって福祉のことを知っているレベルの差がある。医師会とも連携を取

り、福祉に繋がるようにし、安心して生活できるような基盤を作っていただきた

い。 

 

姫路市社協は多くの事業をよく実施されている。それらを機関紙「ひめじの社

協」で定期的によく広報されている。 

ただ、視覚障害者の方は、紙媒体の機関紙を見ることができないと思う。 

そこで、市町は、そうした障害を持つ人たちが、良い福祉制度があることを理

解できるような広報手段である DVD/CD 等の製作等を取り入れてほしいと、県・

国へ要望してほしい。 

 

  市から社協に連絡していただいて、Ｄ委員やＡ委員のご意見を伝えていただき

たい。 

 

  承知した。 

  

 農福連携の支援は、誰が検証しているのか。 

 

目標として今後６年間で取り組んでいきたい。詳細は今後検討する。 

 

  障害者医療制度を手厚くしていただきたい。 

  医療介護連携会議について、介護の話になってしまい、障害者の話は具体的に

出てきてない。医療との連携を図っていかないと、今の状況は良くならない。 

 

  医療介護連携会議には、自立支援協議会から私が出席しており、２つの部会に

自立支援協議会の委員が参加している。 

  地域包括支援課が主管で、障害福祉を交えた話がなかなか難しい。医療と、介

護の連携になってしまっているので、医療と福祉の連携に検討を進めていただき

たい。 
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座長 

 

 

 

 

 

 

一同 

 

座長 

 

  事務局で検討をお願いする。 

他にご意見のある方はお願いしたい。 

（一同意見なし） 

では、以上で意見の収集については終わらせていただく。 

パブリック・コメントを行うための中間取りまとめ（案）の最終確認について

は、今後のスケジュールの都合上、座長の私に一任していただくということでよ

ろしいか。 

 

異議なし 

 

それでは、これをもって、本日の会議を終了する。 

 


